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平 成 ３ ０ 年 

 

赤平市議会第２回定例会会議録（第３日） 

 

                          ６月１５日（金曜日）午前１０時００分 開 議 

                                    午後 ０時０１分 閉 会 

 

 〇議事日程（第３号） 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名      

  日程第 ２ 諸般の報告           

  日程第 ３ 一般質問            

        ６．竹 村 恵 一 議員    

        ７．向 井 義 擴 議員    

  日程第 ４ 議案第３２４号 赤平市職員の特 

        殊勤務手当支給に関する条例の一 

        部改正についての委員長報告   

  日程第 ５ 議案第３２５号 赤平市立学校設 

        置条例の一部改正についての委員 

        長報告             

  日程第 ６ 議案第３２６号 赤平市放課後児 

        童健全育成事業の設備及び運営に 

        関する基準を定める条例の一部改 

        正についての委員長報告     

  日程第 ７ 議案第３２７号 赤平市国民健康 

        保険条例の一部改正についての委 

        員長報告            

  日程第 ８ 議案第３２８号 赤平市介護保険 

        条例の一部改正についての委員長 

        報告              

  日程第 ９ 議案第３２９号 赤平市過疎地域 

        自立促進市町村計画の一部変更に 

        ついての委員長報告       

  日程第１０ 議案第３３０号 平成３０年度赤 

        平市一般会計補正予算の委員長報 

        告               

  日程第１１ 議案第３３１号 平成３０年度赤 

        平市病院事業会計補正予算の委員 

        長報告             

  日程第１２ 意見書案第６５号 日本年金機構 

        の情報セキュリティー対策の見直 

        しを求める意見書        

  日程第１３ 意見書案第６６号 旧優生保護法 

        による不妊手術の被害者救済を求 

        める意見書           

  日程第１４ 意見書案第６７号 地域材の利用 

        拡大推進を求める意見書     

  日程第１５ 意見書案第６８号 ライドシェア 

        の推進に対する慎重な審議を求め 

        る意見書            

  日程第１６ 意見書案第６９号 ２０１９年度 

        地方財政の充実・強化を求める意 

        見書              

  日程第１７ 意見書案第７０号 ２０１８年度 

        北海道最低賃金改正等に関する意 

        見書              

  日程第１８ 意見書案第７１号 教職員の長時 

        間労働解消に向け、「公立の義務 

        教育諸学校等の教育職員の給与等 

        に関する特別措置法（給特法）」 

        の廃止を含めた見直しを求める意 

        見書              

  日程第１９ 意見書案第７２号 教職員の超勤 

        ・多忙化解消・「３０人以下学級」 

        の実現、義務教育費国庫負担制度 

        堅持・負担率１／２への復元、「子 

        どもの貧困」解消など教育予算確 

        保・拡充と就学保障に向けた意見 

        書               

  日程第２０ 意見書案第７３号 選択的夫婦別 
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        姓制度を導入する民法改正を求め 

        る意見書            

  日程第２１ 意見書案第７４号 働き方改革一 

        括法案の廃案を求める意見書   

  日程第２２ 請願、陳情に関する閉会中審査の 

        議決について          

  日程第２３ 閉会中継続審査の議決について  

 

 〇本日の会議に付した事件 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名      

  日程第 ２ 諸般の報告           

  日程第 ３ 一般質問            

  日程第 ４ 議案第３２４号 赤平市職員の特 

        殊勤務手当支給に関する条例の一 

        部改正についての委員長報告   

  日程第 ５ 議案第３２５号 赤平市立学校設 

        置条例の一部改正についての委員 

        長報告             

  日程第 ６ 議案第３２６号 赤平市放課後児 

        童健全育成事業の設備及び運営に 

        関する基準を定める条例の一部改 

        正についての委員長報告     

  日程第 ７ 議案第３２７号 赤平市国民健康 

        保険条例の一部改正についての委 

        員長報告            

  日程第 ８ 議案第３２８号 赤平市介護保険 

        条例の一部改正についての委員長 

        報告              

  日程第 ９ 議案第３２９号 赤平市過疎地域 

        自立促進市町村計画の一部変更に 

        ついての委員長報告       

  日程第１０ 議案第３３０号 平成３０年度赤 

        平市一般会計補正予算の委員長報 

        告               

  日程第１１ 議案第３３１号 平成３０年度赤 

        平市病院事業会計補正予算の委員 

        長報告             

  日程第１２ 意見書案第６５号 日本年金機構 

        の情報セキュリティー対策の見直 

        しを求める意見書        

  日程第１３ 意見書案第６６号 旧優生保護法 

        による不妊手術の被害者救済を求 

        める意見書           

  日程第１４ 意見書案第６７号 地域材の利用 

        拡大推進を求める意見書     

  日程第１５ 意見書案第６８号 ライドシェア 

        の推進に対する慎重な審議を求め 

        る意見書            

  日程第１６ 意見書案第６９号 ２０１９年度 

        地方財政の充実・強化を求める意 

        見書              

  日程第１７ 意見書案第７０号 ２０１８年度 

        北海道最低賃金改正等に関する意 

        見書              

  日程第１８ 意見書案第７１号 教職員の長時 

        間労働解消に向け、「公立の義務 

        教育諸学校等の教育職員の給与等 

        に関する特別措置法（給特法）」 

        の廃止を含めた見直しを求める意 

        見書              

  日程第１９ 意見書案第７２号 教職員の超勤 

        ・多忙化解消・「３０人以下学級」 

        の実現、義務教育費国庫負担制度 

        堅持・負担率１／２への復元、「子 

        どもの貧困」解消など教育予算確 

        保・拡充と就学保障に向けた意見 

        書               

  日程第２０ 意見書案第７３号 選択的夫婦別 

        姓制度を導入する民法改正を求め 

        る意見書            

  日程第２１ 意見書案第７４号 働き方改革一 

        括法案の廃案を求める意見書   

  日程第２２ 請願、陳情に関する閉会中審査の 

        議決について          

  日程第２３ 閉会中継続審査の議決について  
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順序 
議 席  
番 号 

氏   名 件      名 

 

  ６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

竹村 恵一 

 

 

 

 

 

 

 

 

１. 自治体運営と今後に

ついて 

２．防災・減災について 

３．高齢者対策について 

４．地域性を活かした施

策の検討について 

５．学校における働き方

改革について 

 

  ７ 

 

 

 

  ６ 

 

 

 

向井 義擴  

 

 

 

１．しごと・ひと・まち

創生総合戦略の事業

評価について 

 

 

 〇出席議員  ９名 

        １番  木 村   恵 君 

        ２番  五十嵐 美 知 君 

        ３番  植 村 真 美 君 

        ４番  竹 村 恵 一 君 

        ５番  若 山 武 信 君 

        ６番  向 井 義 擴 君 

        ７番  伊 藤 新 一 君 

        ８番  御家瀬   遵 君 

        ９番  北 市   勲 君 

 

 〇欠席議員  ０名 

 

 〇説 明 員 

  市      長  菊 島 好 孝 君 

  教育委員会教育長  多 田   豊 君 

  監 査 委 員  早 坂 忠 一 君 
 
  選挙管理委員会            
            壽 崎 光 吉 君 
  委 員 長            
 
  農業委員会会長  中 村 英 昭 君 
                       
  副 市 長  伊 藤 嘉 悦 君  
  総 務 課 長  熊 谷   敦 君 

  企 画 課 長  畠 山   渉 君 

  財 政 課 長  尾 堂 裕 之 君 

  税 務 課 長  田 村 裕 明 君 

  市 民 生 活 課 長  町 田 秀 一 君 

  社 会 福 祉 課 長  野 呂 道 洋 君 

  介護健康推進課長  千 葉   睦 君 

  商工労政観光課長  林   伸 樹 君 

  農 政 課 長  若 狹   正 君 

  建 設 課 長  高 橋 雅 明 君 

  上 下 水 道 課 長  杉 本 悌 志 君 

  会 計 管 理 者  蒲 原 英 二 君 
 
  あかびら市立病院            
            永 川 郁 郎 君 
  事 務 長            
                       
  教 育 学校教育            
            大 橋   一 君 
  委員会 課  長            
 
      社会教育            
   〃        伊 藤 寿 雄 君 
      課  長            
                       
  監 査 事 務 局 長  中 西 智 彦 君 
                       
  選挙管理委員会            
            梶   哲 也 君 
  事 務 局 長            
                       
  農 業 委 員 会            
            若 狹   正 君 
  事 務 局 長            

 

 〇本会議事務従事者 

  議 会 事務局長  井 波 雅 彦 君 
 
      総務議事            
   〃        安 原 敬 二 君 
      係  長            
 
      総  務            
   〃        野 呂 律 子 君 
      議 事 係            
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（午前１０時００分 開 議） 

〇議長（北市勲君） これより、本日の会議を開き

ます。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第１ 会議録署名議員の

指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第85条の規定により、

議長において、２番五十嵐議員、５番若山議員を指

名いたします。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第２ 諸般の報告であり

ます。 

 事務局長に報告させます。 

〇議会事務局長（井波雅彦君） 報告いたします。 

 諸般報告第２号でございますが、委員長から送付

を受けた事件は、８件であります。 

 議員から送付を受けた事件は、10件であります。 

 委員長から閉会中継続審査の議決を求めるため申

し出のあった事件は、２件であります。 

 次に、本日の議事日程につきましては、第３号の

とおりであります。 

 次に、議員の出欠席の状況でありますが、本日は

全員出席であります。 

 以上で報告を終わります。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第３ 昨日に引き続き一

般質問を行います。 

 順次発言を許します。 

 質問順序６、１、自治体運営と今後について、２、

防災・減災について、３、高齢者対策について、４、

地域性を活かした施策の検討について、５、学校に

おける働き方改革について、議席番号４番、竹村議

員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 皆さん、おはよ

うございます。通告に基づきまして、質問させてい

ただきます。きのうの質問者の内容と重複する部分

がありますが、最終的な部分の違いもありますので、

質問はさせていただきたいというふうに思います。

答弁よろしくお願いいたします。 

 それでは、件名１、自治体運営と今後についてお

伺いいたします。平成27年から赤平市のかじ取りが

始まりました菊島市長の市政運営でありますが、み

んなと考え、ともに行動するまちづくり、市民力、

産業力、行政力でまちを創生を基本姿勢に取り組ん

でこられました。 

 そこで、項目の１、市長の所信表明と執行方針に

対する施策の検証と予算配分による今後についてお

聞きいたします。市長は、施策の柱として５点に焦

点を当て、スピード感を持って対処していきたいと

力強く言っておられました。１点目、まちを創生す

る人口減少対策、２点目、次世代の子ども達を育む、

３点目、生きがいと安心した暮らしを支える、４点

目、産業力と地域資源を活かす、５点目、市民の知

恵をまちづくりに、このほか地域医療確保、財政健

全化、広域連携やまちの将来を担う若者たちが夢と

未来を語り合える場づくり、そしてその考えの実現

に努める、また高齢者の知恵や経験を生かしながら

安心できる社会づくりを目指すと述べ、各項目、諸

施策に取り組んできました。任期最終年度を迎え、

３年の活動が終わりました。各諸施策に対する達成

度とその検証に伴う方向転換や残されている取り組

みへの考え、またそれに対する今年度予算の配分な

どをどのように考え、配分してきたのか確認いたし

ます。 

〇議長（北市勲君） 市長。 

〇市長（菊島好孝君） 所信表明と執行方針に対す

る施策の検証と予算配分による今後についてでござ

いますけれども、政策の柱として主に次の５点につ

いて取り組んできたところでございます。 

 １点目のまちを創生する人口減少対策につきまし

ては、産、官、学、金、労の総合戦略組織を設置し

まして、市民の声や有識者の意見を反映しながら地

方版総合戦略を平成28年１月に策定をしたところで

ございます。 

 ２点目につきましては、次世代の子ども達を育む

についてでございます。幼稚園と保育所を一元化し
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た認定こども園の整備につきましては、副市長と関

係各課職員による協議と子ども・子育て会議の中で

もご意見をいただいたところでございます。ご意見

の中には、この会議だけではなく、より多くの方の

考えを聞くことも必要ではないかという意見も寄せ

られたことから、保護者のほか、教育や福祉の団体

等とも協議をしており、認定こども園の開設とあわ

せまして国でも幼児教育、保育の無償化について協

議が進められておりますが、国の動向にも注視しな

がら保育料の無料化について検討してまいりたいと

いうふうに考えてございます。また、小学校、中学

校の各統合校舎の建設につきましては、赤平中学校、

中央中学校の統合校舎等の建設を２カ年で実施し、

ことしの７月末に完成の予定でありますし、統合小

学校につきましては建設するための基本構想、基本

設計、用地現況調査、地質調査を本年度実施すると

ころでございます。家族の日の制定につきましては、

子育て支援条例の中で毎月第３日曜日をあかびら家

族の日として制定をしたところでございます。 

 ３点目の生きがいと安心した暮らしを支えるでご

ざいますが、民間活力を導入したサービス付き高齢

者向け住宅につきましては介護事業者によります従

事者の確保が難しいことから、建設を予定している

事業者はございませんけれども、市内の有料老人ホ

ームや認知症の対応もしているグループホーム、こ

れらの入居費用の低減を検討してまいりたいという

ふうに考えてございます。生きがい農園の整備につ

きましてでございますが、老人クラブ単体としては

現在のところ生きがい農園の整備要望はありません

が、老人クラブ連合会、役員会などで生きがい農園

についてどのようなニーズがあるのかなど話し合い

の場を設けるとのことですので、引き続き老人クラ

ブ連合会などとどのような形態で実施することがで

きるかなど協議をしてまいりたいというふうに思っ

ております。 

 次に、４点目の産業力と地域資源を活かすについ

てでございます。遊休市有地を工業系用途地域に変

更し、誘致企業へ無償で用地を提供するというもの

につきましては、石炭産業が衰退しつつある中、企

業誘致を進め、ものづくりのまちとして優良企業が

数多く存在しておりますけれども、近年の社会経済

情勢では企業誘致そのものが厳しい状況となってお

りまして、用地の提供には至っていないのが現状で

ございます。また、チャレンジショップにつきまし

ては、現在大町に開設してございますが、これから

も空き店舗を活用しながら引き続き開設してまいり

ます。ポケットパークの整備でございますが、地権

者や整備した場合の管理者等の課題整理が難しいと

考えておりますが、イベント等にも活用できる空き

地の整備も含め、引き続き商店街検討会議で協議を

行ってまいりたいというふうに考えております。ア

ンテナショップにつきましては、平成27年６月に情

報発信基地ＡＫＡＢＩＲＡベースをオープンし、赤

平市の観光情報の提供と特産品の販売により赤平の

魅力を広くＰＲしております。 

 ５点目の市民の知恵をまちづくりについてでござ

いますが、本年度からは年１回、秋の開催となりま

すが、住民懇談会を開催し、各地域の方々や各団体

との懇談を継続しております。また、まちづくり市

民会議につきましては赤平市しごと・ひと・まち創

生総合戦略会議及びみらい部会を平成31年度の計画

期間までまちづくり市民会議と位置づけまして、重

点的に取り組んでおります総合戦略施策を中心とし

た評価ですとか情報交換を行っていただいておりま

す。市税の１％を上限といたしまして、市民からま

ちづくり提案事業を募集し、みらい部会にて審査を

いただき、次年度にて予算措置、そして事業を実施

しているところでございます。 

 平成30年度予算においては、赤平市しごと・ひと

・まち創生総合戦略を最優先といたしまして、あわ

せて第５次赤平市総合計画の事業に取り組むべく予

算化したところでありますが、今年度の主な事業と

いたしましては平成29年度からの継続事業でありま

す統合中学校建設事業、来月オープン予定の炭鉱遺

産ガイダンス施設を中心とした炭鉱遺産公園整備事

業、防災機能及び消防機能強化のための市役所の庁
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舎整備事業、消防の茂尻分団詰所整備事業等を考え

ております。 

 以上の５点を政策の柱として取り組んできたとこ

ろでありますが、特に次世代の子ども達を育む認定

こども園の整備につきましては児童福祉施設整備計

画を年内をめどに策定してまいりたいというふうに

考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 前段のほうの答

弁につきましては、質問の内容がきのうの質問者と

類似していますので、同じような答弁になるかとい

うふうに思います。違う答弁になっては大変だと思

いますので、同じ内容になるかなというふうに思い

ますけれども、私がこの質問の中で聞きたいのは当

初から考えていたけれども、やり残しているものが

あって、考えていたが、できないものが出てきたと、

またはそういうものは転換する部分だというところ

をはっきりと発言をしていただきたいなというふう

に思っております。それらに対する今年度に対する

予算配分などは、どうやって考えていくのだという

のを市長の口からはっきり聞きたいというふうに思

って再度同じように質問をしていきたいというふう

に思って質問させていただきましたが、その点いか

がでしょうか。 

〇議長（北市勲君） 市長。 

〇市長（菊島好孝君） 実施に至っていない施策や

予算配分などへの考え方についてでございますが、

認定こども園の整備につきましては年内をめどに児

童福祉施設整備計画を策定し、建設の時期、場所を

明らかにしてまいりたいと思いますし、生きがい農

園については老人クラブ連合会と協議を継続してお

りますが、遊休市有地を工業系用途地域へと用途変

更によって誘致企業へ用地を提供することについて

は、企業誘致そのものが厳しい状況となっているこ

ともございまして、実現するのは難しいのが現状で

ございます。また、保育料の無料化につきましては

国で幼児教育、保育の無償化が協議されており、国

の動向を注視しながら検討しているところでござい

ますし、サービス付き高齢者向け住宅の整備につき

ましては建設を予定している事業所はございません

が、市内の有料老人ホームや認知症の対応もしてい

るグループホームなどへの入居費用の低減を検討し

ております。ポケットパークの整備につきましては、

イベント等にも活用できる空き地の整備として、商

店街検討会議で検討している段階でございます。最

後に、まちづくり市民会議でございますが、赤平市

しごと・ひと・まち創生総合戦略会議及びみらい部

会を平成31年度の計画期間までまちづくり市民会議

と位置づけているところでございます。 

 いずれにいたしましても、所信表明の施策として

進めてまいりましたが、計画の策定段階であるため

に完成後に予算措置の検討をするものや課題が多

く、引き続き協議が必要なものであったりなど、今

申し上げた７つの施策については実際には予算措置

がされていないのが現状でございます。任期最後の

年度でありますが、計画の策定や課題の解決に取り

組み、可能な限り予算措置に向け、鋭意努力してま

いりたいというふうに考えております。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 ただいま答弁い

ただきましたけれども、予算化がされていないもの

が多く、検討協議段階なのだということでございま

す。市民からも所信表明や執行方針に表明されてい

ることが進んでいかないと感じられたり、そういう

ふうにとらわれてしまいかねないというふうに感じ

るところも多くあります。そういう点をぜひ認識の

もと、残りのかじ取りを各担当課の方々ともしっか

り検討されていってほしいというふうに思いますの

で、そういう点を言い添えてこの質問を終わりたい

というふうに思いますので、ぜひよろしくお願いい

たします。 

 続きまして、件名２、防災・減災についてに入り

ます。防災と減災、この言葉は似ている言葉ですけ

れども、違いがありまして、ご存じだとは思います

けれども、防災とは災害発生後のことを重視してい
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て、被害を出さない対策が主な取り組みでございま

す。近年では、想定外と言われる防災力を上回る被

害が出ていて、被害を完全に防ぐことは不可能なこ

とというふうに言われております。一方、減災とは

災害発生前、発生時、発生後のそれぞれの段階で適

切な行動をとり、被害を小さくする対策で、自分の

身は自分で守るという自助、ともに助け合うという

共助が重要な理念です。防災は被害を出さないよう

にするのが目的、減災は被害を最小限に抑えるのが

目的と言われております。 

 そこで、項目の１、災害への備えについてお聞き

いたします。第５次総合計画の中の健やかで安心し

て暮らせる社会をつくりましょうの中で、地域防災

について明記されています。28年に起きた災害を教

訓に地域と行政間の連携強化を含めた防災体制づく

りが重要と認識されているようですけれども、災害

発生時の事前、事後の連絡体制の確立や情報共有の

仕組みの検討など昨年の第４回定例会にも質問をさ

せていただきましたが、その後どのように進んでい

るのか確認させていただきたいというふうに思いま

す。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） お答えをさせていただき

ます。 

 災害時の連絡体制の確立と情報共有の仕組みに関

する進捗状況についてでございますが、取り組みと

いたしましては先月開催されました町内会長会議に

おきまして避難行動要支援者の名簿提供の説明及び

赤平市の災害備蓄品の状況についての情報提供をさ

せていただきました。避難行動要支援者の名簿提供

につきましては、現在各町内会長への同意確認の案

内を発送したところでございます。また、連絡体制

の整備につきましても町内会連合会の事務局である

市民生活課等関係課とも協議を進め、体制整備に努

めてまいりたいと考えておりますので、ご理解いた

だきたくお願いを申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 ただいま答弁を

いただきまして、情報共有の部分は多少の前進が見

られている部分かなというふうに感じます。連絡体

制の確立は、市民生活課、関係各課と協議を進め、

体制整備に努めたいということでございますが、昨

年の質問後６カ月がたっておりますので、実際に対

応されてきたのかきていなかったのか、もしくは今

後さらにちゃんとしていただけるのか、再度確認し

たいというふうに思いますので、お願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 連絡体制の整備について

でございますが、現時点では地域防災計画上の町内

会との連絡体制の確認しか行えていない状況にあり

ますが、地域防災計画上の連絡は基本的な連絡体制

であることから、災害箇所や状況等を踏まえた連絡

体制の確立も必要と考えております。また、行政と

しての地域防災計画上の役割や避難所運営マニュア

ルなどについての町内会との情報共有の準備を行っ

ており、町内会との連絡体制についても関係各課と

協議し、各町内会との連絡体制につながるよう努め

てまいりますので、ご理解いただきたくお願いをい

たします。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 体制整備の重要

性は認識されているという内容の答弁だというふう

に思いますので、今後確立に向けてしっかり進めて

いただきたいというふうに思います。お願いいたし

ます。 

 次に、自主防災組織へのかかわりですが、昨年の

第４回の質問時に２点提案させていただきました。

１つ目に、住民の防災マインド、ベクトルを合わせ

意識向上へ持っていってほしい、そういう点で啓発

やフォローアップをして強化に努めていただける答

弁をいただいております。２点目は、防災弱者対策

を検討してほしいという話をさせていただきまし

た。この２点について、現在の状況をお聞きいたし

ます。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） お答えをさせていただき
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ます。 

 自主防災組織結成に向けてのフォローアップでご

ざいますが、残念ながら設立要件などから進んでい

ないのが現状でありますが、今回避難行動要支援者

名簿の提供につきまして各町内会長へ同意の案内を

送付させていただいており、その中に自主防災組織

についてのＰＲ文書も同封をして情報提供を行い、

啓発に努めたところでございます。 

 また、防災弱者対策につきましては、第一歩とし

て町内会等への避難行動要支援者が名簿提供を始め

たところですので、ご理解いただきたくお願いを申

し上げます。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 自主防災組織の

立ち上げというのは、なかなかスムーズにいかない

というところは理解できる部分もあります。各町内

でもさまざまな理由があり、立ち上げの温度差もあ

ることだというふうに思います。しかしながら、や

はり先ほど言ったとおり、自分の身は自分で守ると

いう自助の部分をいかに理解してもらうのか、どう

すれば理解されるのかというところが必要になって

くるのかなというふうに思います。 

 １つの例ですけれども、行政が今行っている備蓄

品の確保、これは実は一般家庭の方が日常生活のた

めにかなりの量のライフラインの代替品や食料が常

備されているかもしれないというふうにも言われて

おります。そういう点も含めて、やっぱりしっかり

と調べた上、市民の方にも説明し、理解をしてもら

って、そしてともに助け合うという共助につなげる、

そういう必要性があるのかなというふうにも思いま

す。防災弱者対策については、やっと第一歩として

名簿提供が始まるようですので、もう少し防災弱者

対策という中身の調査や検討を進めてほしいという

ふうに言い添えておきたいなというふうに思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 次に、防災士の活用ですが、これも昨年の質問で

は私からは必要性があるという内容で質問させてい

ただきました。他市を参考に検討したいという答弁

をいただいておりましたが、その後の動き、防災士

の活用についてのその後の動きはどのように進んで

いるか確認させていただきたいというふうに思いま

す。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 防災士の活用の検討結果

についてお答えをさせていただきます。 

 防災士の活用につきましては、自主防災組織の結

成や結成後の助言などができる防災士が多数存在す

る環境が理想的でありますが、地域の人材や高額な

取得費用などの課題がございます。しかし、市内に

は自主防災組織が結成された場合には専門的な知識

を有する防災士の配置が理想的だと思われますの

で、本市として防災士取得に対してどのような支援

ができるか、他市町村の事例なども参考にしながら

検討を進めてまいりたいと考えております。 

 また、防災士と連携した事業といたしましては、

ことし２月に行われました社会福祉体験会において

市内在住の防災士の方と避難所運営ゲームの進行を

行い、防災士の方にはゲームの開始前に被災地での

活動についての講話やゲーム中での助言などを行っ

ていただきました。今年度におきましてもエリアサ

ポーター養成講座の防災プログラムにおいて協力し

ながら講師を行う予定となっておりますし、今後も

このような活動を継続し、防災意識の向上に努めて

まいりたいと考えておりますので、ご理解いただき

たくお願いを申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 課長、１点、防

災士の活用については今後も検討をしっかり進めて

いただけるという認識でよかったでしょうか。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 継続して検討してまいり

ます。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 ありがとうござ

います。ぜひお願いしたいというふうに思います。

町内会や団体へしっかり説明して強化に努めていた
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だけるというような内容の答弁もいただきましたの

で、期待していきたいというふうに思います。しっ

かりお願いいたします。 

 続きまして、要旨４つ目ですけれども、子供への

防災教育を含む防災リーダー養成についてお伺いい

たします。この点も平成28年、29年と２カ年続けて

私は質問させていただいております。今回もさらに

どのように進んでいるのか確認させていただきたい

というふうに思います。 

〇議長（北市勲君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（大橋一君） お答えいたします。 

 子供への防災教育につきましては、学校が実施す

る避難訓練において専門性の高い消防署職員より火

災や地震、台風などの自然災害に対する講話をいた

だき、消防署と赤平市医師会による中学２年生を対

象とした救急蘇生教室における講義、心臓マッサー

ジ、人工呼吸、ＡＥＤの実技講習などを通じて行わ

れております。また、本年度におきましては北海道

が本年度から実施する学校の授業の中に防災の要素

を取り入れ、子供たちが防災について考える日、１

日防災学校をモデル校約30校のうちの１校として茂

尻小学校において９月４日に実施いたします。なお、

事業内容としましては防災知識が身につくかるた遊

び、救急救護訓練、災害食の炊き出し訓練、避難所

運営ゲーム、段ボールベッドの設営などとなってお

ります。また、民間主体、赤平市共催で開催いたし

ます防災週間、安全の駅防災体験会につきましては、

本年度は９月５日に旧赤平中学校体育館及びグラウ

ンドにおいて開催される予定となっており、例年参

加している学校を主体に可能な範囲で参加してまい

りたいと考えております。 

 次に、議員ご指摘の防災リーダー養成の検討につ

きましては、現在赤平市の小中学校で取り組まれて

いる前段申し上げました学校の授業で行っている防

災教育のほか、社会福祉協議会と市教委が共催で開

催している中学生を対象とした福祉体験交流会にお

ける避難所運営ゲームなどの取り組みも個別に行わ

れており、改めて赤平市の学校で取り組んでいる防

災教育で履修している同様の学習内容に加え、防災

リーダー養成の研修項目を学校授業カリキュラムに

入れることの可能性を含め、中学校及び関係機関と

協議、検討してまいりたいと考えておりますので、

ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 本年度は新しい

取り組みが２点ほどあるようでございますけれど

も、いずれも道実施の取り組みとか民間が主体的な

ものの取り組みというふうに思います。それが決し

て悪いというふうには私は思いませんし、言いませ

んけれども、市教委として、もしくは学校が主体と

してという私が思って描いているというか、考えて

いる意味とは少し違うかなというふうに思います。 

 １つ紹介をさせていただきますが、ジャパン・レ

ジリエンス・アワードという表彰がございますが、

ご存じでしょうか。これは、全国で展開されている

次世代に向けたレジリエンス社会構築への取り組み

を発掘、評価、表彰するものでございまして、強靱

な国づくり、地域づくり、そして人づくり、産業づ

くりに資する活動、技術開発、製品開発等に取り組

んでいる企業、団体を表彰するものでございます。

この表彰でグランプリを受賞したことのある東京都

荒川区に先日行きまして、防災に関する研修を受け

させていただきました。そこで防災教育やジュニア

防災リーダーの取り組みについて学んできたのです

けれども、荒川区は全区立中学校、これ10校あるの

ですけれども、防災部というものが創設されており

まして、自分たちのまちは自分たちで守るという意

識や思いやりの心を醸成させ、市教委としても助け

られる人から助ける人へと自助、共助の意識と思い

やりの心を育み、人材育成を目指しているのだとい

うことをはっきりと言っておりました。 

 詳しくは調査していただければわかるかなという

ふうに思うのですけれども、簡単に言いますと学校

において地域の方とＤ級ポンプというポンプがある

のですけれども、それの研修とかＡＥＤ操作の訓練

の実施というのをやっております。地域の防災訓練
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への積極的な参加、それから防災部の部員が区民の

方へ知識や技術を実演する。被災地中学生との直接

交流やジュニア防災検定というのがあるのですが、

それの受験、地域の訓練への全校共通で取り組む活

動、全校ですよ。全校共通で取り組む活動、それか

ら校長先生のリーダーシップのもと、各校が実情に

合わせた活動として地域と連携した避難所開設訓練

を行う。それから、消防団や地域の方と夜回り活動

も参加する。高齢者宅へ学校だよりを届ける。生徒、

児童がいない家庭、高齢者、独居の老人の家庭に直

接学校だよりを届ける。これは何につながるかとい

うと、支援が必要な住民を把握するということにつ

ながっていくというふうに思うのです。ここには独

居の方がいる、ここは高齢者世帯なのだというのが

ともにわかっていくと。それから、消防署員の指導

のもと、リヤカーに防災資機材を積んで町内を歩い

て通りすがる、道行く方と消火器やＡＥＤ訓練をそ

こでいきなり実施をするとか、そういうたくさんの

ことにチャレンジしているわけです。これからも意

欲的に取り組みたいというふうに実際話しておりま

した。 

 こういう実例がたくさんある中、先ほど言われま

した我が市の防災教育の取り組みと比較して、再度

どのように考えられるかお聞きしたいというふうに

思います。 

〇議長（北市勲君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（大橋一君） お答えいたします。 

 今後におきましては、子供たちの自分たちのまち

は自分たちで守るという意識や思いやりの心を醸成

することは大変重要と考えますことから、議員の言

われます先進地の事例などを参考に検討してまいり

たいと考えておりますので、ご理解賜りますようお

願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 私の説明、少し

長く説明させていただいたのですけれども、もう少

し意欲的な答弁をちょっと期待しましたけれども、

検討していただけるというふうに聞きましたので、

期待したいなというふうに思います。ぜひこの荒川

区の防災教育、次世代の子供たちに対する防災教育

を参考にしていただきたいというふうに思いますけ

れども、災害に強い地域づくりというのはやっぱり

災害レジリエンスが高い社会だというふうに思いま

す。レジリエンスというのは、自分が変形してしな

やかな対応で外力の影響を和らげ、効率的に被害を

軽減し、もとの状態に戻り、災害に対応するという

意味です。その一つとしては、住環境のレジリエン

スを高くすることです。もう一つは、地域に住む人

たちの災害レジリエンスを高くするということで

す。両方が必要になってくるわけですけれども、長

期的な重要性はやはり人だというふうに思います。

そういう意味では、防災教育は非常に重要性の高い

ものだというふうに思いますので、我々大人がそれ

をやるというのももちろん大切なところではござい

ますが、やはりまちを支えていってくれる次世代の

子供たちにもしっかりしたそういう防災教育をして

いくことで今後の赤平の防災意識が高まっていくの

かなというふうに思いますので、しっかり検討して

いただきたいと言い添えて、この質問は終わりたい

というふうに思います。 

 続きまして、件名の３、高齢者対策についてに入

ります。第７期の高齢者保健福祉計画・介護保険事

業計画では、４つの基本目標をもとに12の施策が出

され、44の事業が考えられております。平成32年、

2020年には高齢化率も48.3％と見込まれていると記

載されていました。 

 項目の１としまして、認知症についてお聞きいた

します。平成30年から32年までの間が第７期の計画

期間であり、これは第５次総合計画を上位計画に置

き、総合戦略、障がい者基本計画、福祉計画、健康

増進計画、地域防災計画、住生活基本計画などの多

くの関連計画と整合性を図りながら立てられている

と認識しております。その中で、住みなれた地域に

おける生活を支援しますという基本目標の施策で認

知症施策の推進が今回も出ています。国が策定した

新オレンジプラン、認知症施策推進総合戦略という
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ものを参考に、５つの視点に沿って取り組まれると

記載されていますが、高齢化が進む当市では非常に

重要な部分だというふうに感じます。この施策の推

進をどのようにされていくのかお伺いいたします。 

〇議長（北市勲君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（千葉睦君） 認知症施策の推

進についてお答えさせていただきます。 

 高齢化に伴い、認知症の高齢者は増加しており、

今や認知症は誰もがかかわる可能性のある身近な病

気となっています。赤平市では、平成30年度から３

カ年を計画期間とする第７期赤平市高齢者保健福祉

計画・介護保険事業計画において認知症施策の推進

を掲げ、現在取り組んでいるところです。 

 認知症施策の主な取り組み事業の１つ目としまし

て、認知症サポーター養成事業があります。認知症

サポーターには、認知症を正しく理解し、認知症の

人やその家族を地域で温かく見守り、気づきや困っ

たときには情報を地域包括支援センターに寄せてい

ただくことをお願いしています。今までに認知症サ

ポーター養成講座を28回開催し、現時点でサポータ

ーは783名となっております。今後も認知症を理解

し、応援者をふやすために引き続き認知症サポータ

ー養成講座を開催してまいります。また、今後は養

成された認知症サポーターの方に対してステップア

ップできる研修等の開催を検討していきたいと考え

ております。 

 ２つ目ですが、平成30年４月に地域包括支援セン

ターに認知症初期集中支援チームを設置し、本格的

に活動を開始いたしました。平岸病院の精神科医を

サポート医として、あかびら市立病院、平岸病院、

博寿苑、地域包括支援センターの専門職がチームを

組み、認知症の早期発見、早期対応を目指し、４月

から月１回のチーム員会議を開催し始めたところで

す。 

 ３つ目ですが、平成30年４月に認知症施策を推進

するために認知症地域支援推進員を地域包括支援セ

ンターに設置いたしました。推進員は、地域包括支

援センターの職員１名が他の支援センター業務と兼

務で担っております。これまでも地域包括支援セン

ターでは、医療や介護、地域の方々と連携し、認知

症に限らず、支援を必要とする方々に対してのネッ

トワークを形成してきておりますことから、今後は

認知症施策については認知症地域支援推進員を中心

に関係者が連携し、認知症になっても住みなれた地

域で生活を継続できるよう取り組みを進めてまいり

ます。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 ただいま３つの

大きな取り組みを答弁いただきました。その中で、

やっぱり最終的に住みなれた地域で生活する支援策

を考えるとして、認知症になっても安心なまちづく

り、それから認知症になりにくいまちづくりという

両輪をコンセプトとして掲げているわけでございま

すけれども、これは具体的には今後どのようなイメ

ージがあるのか。 

 それから、養成講座を受けた方はどのような動き

ができて、地域支援推進員の人たちとどのようにつ

ながって、そして集中支援チームがどのように動い

ていけばいいのか、そういうのがどこが安心を生み

出して、どうすることで認知症になりにくくなるの

かという３つの関連性とか具体的なこととかがどの

ようにイメージされているのかというのをお聞きし

たいというふうに思います。 

〇議長（北市勲君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（千葉睦君） お答えいたしま

す。 

 以前は、認知症になり、介護が必要な状態になっ

た方への対応が施策の主でしたが、現在は認知症の

予防、早期発見、早期対応の対策が重要であり、予

防から終末期までの切れ目のない支援が求められて

います。認知症の症状は、本人が気づきにくいこと

もあることから、日ごろから挨拶する、困っている

人がいれば声をかける、手助けするというコミュニ

ティのつながりこそが認知症になっても安心なまち

づくりにつながると考えています。 

 認知症サポーターは、認知症の理解、見守り、何
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かあれば地域包括支援センターに相談していただく

ことをお願いしていますが、その役割は今後も変わ

りませんが、地域包括支援センターの職員１名が認

知症地域推進員になり、認知症サポーターの養成や

相談、あと認知症の方や家族からの相談に応じ、適

切なサービスが提供できるよう地域包括支援センタ

ーや関係機関と連携、調整を図り、支援体制を構築

する役割を担うということで、より相談しやすい関

係になることを期待しています。 

 また、認知症初期集中支援チームについては、地

域包括支援センターに寄せられた認知症の相談の中

からチームとしての対応の必要性を判断した中で支

援を実行していくことになります。認知症の予防に

ついては、運動、口腔機能の向上、趣味、活動など

日常生活における取り組みが大切なため、健康づく

り推進係、保健師等による健康教育やまる元運動教

室、エリアサポーターによる茶話会、運動教室の支

援など引き続き実施し、認知症の予防に努めてまい

りたいと考えています。 

 以上です。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 せっかくしっか

りとした組織といいますか、周りが構築されてもそ

れを例えばエリアサポーターの方が余りうまく使え

なかったりとか、それから推進委員の方が現在は１

名ということですので、その１名の方がどれぐらい

の仕事量をこなせるのかとか、そういう問題もたく

さん出てくるというふうに思うのです。それから、

その集中支援チームという方々がどれぐらいその認

知症の方に密接にかかわっていけるかとかというの

も問題が出てくるというふうに感じるところもあり

ますが、今動き出したばかりだということですので、

問題点を見つけて解決していっていただいてほしい

というふうに思います。 

 認知症の方への対応というのは、本当に難しいと

いうのは私も感じるところがあります。施設へ任せ

て家族は疎遠になってしまったりとか、周囲から距

離を置かれてしまったりとか、そういう方々にやっ

ぱり寄り添える体制、そこが大切な連携や組織づく

りだというふうに思います。どうかこの認知症の施

策の推進がしっかりと機能していくことを期待した

いなというふうに思いますし、私も地域のエリアサ

ポーターの一人として、ともにこういう施策がある

ということで頑張っていきたいというふうに思いま

すので、ぜひしっかり機能していくように頑張って

いただきたいというふうに思います。よろしくお願

いいたします。 

 続きまして、件名の４、地域性を活かした施策の

検討についてでございます。ことしも大変雪の多い

時期を終え、暖かさを感じてきたところではござい

ますが、雪の多さを見るたびにこの無償の資源をい

かに利用できないものかというふうに僕はいつも考

えますが、そこで項目の１でございます。雪を利用

した施策についてお聞きいたします。昨年の第２回

定例会の中でも雪室施設の活用と題し、質問いたし

ました。検討、調査をしていきたいということで答

弁をいただきましたけれども、その後こういう雪を

利用したり、地域性を生かした施策ということにつ

いての検討、調査はされたのか確認をさせていただ

きたいというふうに思います。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 雪を利用した施策につい

てでございますけれども、昨年の第２回定例会の再

質問に対します答弁の中で、今後の施設を建設する

際にはランニングコストの試算が非常に重要であ

り、設置に係るイニシャルコストの問題、費用対効

果の問題も含めまして、先進地の事例と照らし合わ

せながら検討してまいりたい旨申し上げたというふ

うに思っております。 

 この答弁の後の公共施設の建設に係る協議、検討

の中では、議員ご指摘にございます雪冷熱エネルギ

ーの利用について、導入実績のある空知管内の沼田

町の施設を当市の施設を所管する課と建設課にて視

察し、検討したところでございます。このたびの視

察した雪冷熱エネルギーの利用についての検討でご

ざいますが、雪を利用した施策は冷熱エネルギーの
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利用に新たな可能性を開くものというふうに考えて

おりますけれども、効率の面から見ますと長い時間、

例えば24時間利用が見込まれる病院ですとか貯蔵施

設など、これらが適しているというふうに考えられ

ますけれども、やや短い時間の利用となる施設の場

合には効率的には導入は難しいというのが現時点の

検討結果であるというふうに伺ってございます。し

かしながら、雪冷熱エネルギーの利用につきまして

は、現状雪として廃棄されているものをエネルギー

資源としての利用に価値を見出していくものであり

ますので、今後も公共施設等での活用につきまして

検討してまいりたいと考えてございます。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 しっかりと視察、

検討していただいたようでございます。私も病院や

公共施設、貯蔵施設などがやはりこういうのを利用

するときは適しているのかなというふうに思うとこ

ろがあって視察から帰ってきたので、前回と今回と

質問をさせていただきました。その雪をどのように

使うかというのは、いろいろ考えがあるというふう

に思います。冷房に使ったりとか、視察先もそうだ

ったのですが、冷房に使ったりとかもしましたし、

あと備蓄品の貯蔵庫の冷風に使ったりとか、そうい

うのもしているのです。ですから、いろんな部分で

使えたりとかもするというふうに思いますので、今

後もさらに活用に対して検討していただけるという

ような内容の前向きな答弁をいただいたというふう

に思いますので、ぜひともお願いしたいというふう

に思います。 

 続きまして、件名の５、学校における働き方改革

について。現在学校では、学習指導要領の狙いや社

会からの要請などを踏まえ、児童生徒に対する指導

を一層充実させることが期待されており、実現へ向

け、道内全ての学校で教員が授業や準備に集中し、

生き生きとやりがいを持って勤務し、教育の質を高

められる環境の構築が必要とされています。そんな

中、道の調査による課題が明らかになり、教員が子

供と向き合う時間を確保するための取り組みが必要

になったようです。 

 そこで、項目の１、北海道アクション・プランに

ついてお聞きいたします。道教委により平成30年３

月に同プランが策定され、道内全ての学校において

改革を進め、市教委の取り組みを促すものとされて

おります。このプランにより、当市はどのような対

応が計画されているのかお聞きいたします。 

〇議長（北市勲君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（大橋一君） お答えいたします。 

 現在学校現場では、教員の長時間勤務や部活動指

導の従事時間などの課題が明らかになっており、こ

うした状況を踏まえ、本年３月、北海道教育委員会

において北海道アクション・プランが作成されまし

た。このアクション・プランの中では、市町村教委

の役割として市町村立学校における働き方改革を進

めるための計画等を地域の実情に応じ、アクション

・プランに準じて作成することとされております。 

 そこで、本市の当面の取り組みでありますが、学

校職員が休養をとりやすい環境を整備し、心身の健

康を保持するため、夏季休業期間中に特定の３日間、

本年度につきましては８月13日月曜日から15日水曜

日までの３日間を学校閉庁日として設定いたしま

す。なお、学校閉庁日における保護者等からの緊急

連絡対応及び学校玄関の開錠、施錠につきましては

教育委員会職員も対応することとしております。 

 そのほかの取り組みとしましては、部活動休養日

等の完全実施、部活動指導員の配置等を進め、部活

動指導にかかわる負担の軽減を図り、またスクール

カウンセラー、特別支援教育支援員、スクールサポ

ートスタッフ、退職教員等外部人材の配置を進め、

本来担うべき業務に専念できる環境の整備を図って

まいります。今後におきましては、１週間当たり勤

務時間が60時間を超える教員を全校種でゼロにする

というアクション・プランの目標達成に向け、業務

改善方針、計画の策定を進めてまいりますので、ご

理解賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 ただいま何点か
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取り組みがなされるようでございますけれども、方

針や計画は今後という答弁ですが、これは全道的に

全道の市教委、市教委だけではないですね。教育委

員会で対応しなければいけないということですけれ

ども、この独自の計画や方針というのはいつまで策

定しなければいけないという期間の制限とかという

のはないのでしょうか。 

〇議長（北市勲君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（大橋一君） お答えいたします。 

 赤平市の業務改善方針及び計画の策定につきまし

ては、近隣市及び管内の取り組み状況を勘案しなが

ら、本市の実情に合った計画となるよう校長会等の

学校関係者と十分協議し、特段期限等がありません

が、可能な限り速やかに取り組んでまいりたいと考

えておりますので、ご理解賜りますようお願い申し

上げます。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 期限がないとい

うことでしたので、今も速やかにということでした

から、しっかり策定していただきたいなというふう

に思います。 

 続きまして、要旨の２番目ですけれども、プラン

対応に伴いということで通告書にはなっております

が、現在プランの対応という意味では策定とかされ

ていないようですので、当市としてはプラン対応に

向けてということになるというふうに思いますけれ

ども、当市の現状把握と課題克服をどのように現段

階では捉えられているのか考えをお聞きいたしま

す。 

〇議長（北市勲君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（大橋一君） お答えいたします。 

 今後におきましては、教育委員会において北海道

アクション・プランに準じて所管する学校に対する

時間外勤務の縮減に向けた業務改善方針、計画を策

定するとともに、本市の実情に応じた取り組みを実

施してまいります。そのためには、議員ご指摘のと

おり、本市の現状把握及び課題整理が必要でありま

すので、教育委員会が設置する企画室と協議、検討

を行い、予算確保も含め、市関係部署等に要望して

まいりたいと考えております。 

 また、学校における働き方改革の取り組みを進め

るためには、保護者や地域の理解を得ることが重要

でありますことから、学校、家庭、地域、行政が一

体となった学校における働き方改革を推進してまい

りたいと考えておりますので、ご理解賜りますよう

お願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 現在は、現状の

把握や課題はまあまあ見えていないといいますか、

そういう点はしっかり今後行って予算確保をし、関

係部署に要望となるという感じの認識になるのかな

というふうに思いますけれども、私個人的には少し

遅いのではないかというふうに思います。30年の３

月に出されて、それを全道みんながスタートをする

ということですので、策定プランとかがいつ立てら

れるかというのは今後いくと思いますけれども、当

市のそういう教育現場の現状の把握や課題克服へ向

けた動きというのは早急にやってプランにつなげて

いくべきだというふうに思うのですけれども、その

点、課長、いかがでしょうか。 

〇議長（北市勲君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（大橋一君） お答えいたします。 

 一般的には、赤平市の教育現場の状況も北海道ア

クション・プランで指摘している現状に類似してい

るとの認識であり、喫緊の課題であると考えており

ますことから、先ほども申し上げましたけれども、

速やかに取り組んでまいりますので、ご理解賜りま

すようお願いを申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 スクールカウン

セラーとか、あと部活動指導員、それから退職者の

教員の方と、そういう対応というのはこの北海道の

プランが出される前から実は赤平はやっているとい

うところも聞いております。しかしながら、中学校

の統合等によって幾分変更があったりとか、それか

ら小学校の対応はどうしているのかとかというとこ
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ろもこれから変わっていく可能性もあるというふう

に思いますけれども、先生方のその働いている残業

時間といいますか、超過勤務時間をいかに減らして

いくかという、子供に目を向ける時間をつくってあ

げられるかというのはやっぱり重要なところだとい

うふうに感じるのです。しかしながら、昔と今では

教育現場の環境も違うし、子供たちのつくりも少し

関係性も変わってきていると。１対１の子供を見な

ければいけないと、そういうのもありますので、そ

ういう面ではやはりどのようにしていくのが当市の

教育現場の環境整備になるのかというふうに変わっ

ていくというふうに強く感じますので、１つ目も２

つ目も答弁の中に速やかという発言がございました

ので、速やかという発言に期待をしてこの質問は終

わりたいなというふうに思います。 

 最後になりますけれども、３月の質問の最後にも

言いましたが、市長の任期最終年度でございます。

公約がどれぐらい達成され、市民に喜ばれていくの

か、非常に大切な１年になるのではないかというふ

うに思います。我々議会もよく車の両輪と言われて

いる以上、他人事ではございませんので、見誤らな

いように注視してともに判断していきたいというふ

うに思っておりますが、関係各課の垣根を越えた連

携が非常に必要だというふうに思っております。市

民のため、そして最重要課題としています少子化、

高齢化率の進行、人口減少へ少しでも対応できるよ

うにしっかり形に残していただきたいということを

言い添えて全ての質問を終了いたします。ありがと

うございました。 

〇議長（北市勲君） 暫時休憩いたします。 

（午前１０時５７分 休 憩） 

                       

（午前１１時０５分 再 開） 

〇議長（北市勲君） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 質問順序７、１、しごと・ひと・まち創生総合戦

略の事業評価について、議席番号６番、向井議員。 

〇６番（向井義擴君） 〔登壇〕 通告に従いまし

て質問させていただきますので、答弁のほどよろし

くお願いいたします。 

 しごと・ひと・まち創生総合戦略と効果検証につ

いてという１点についてお伺いいたしたい。初めに、

①として事業評価に基づいて変更されるものがある

のか。優先順位、取りやめる、また新たに追加する

ものがあるのかについてお伺いいたします。 

 この28年度から始まりました地方創生総合戦略に

つきまして、しごと・ひと・まち創生総合戦略の効

果検証ということにつきましては一昨年の９月に第

１回目の事業評価の報告書が出されました。昨年の

12月に２度目のこの事業評価の報告書が出されまし

た。この少子高齢化に歯どめをかけ、人口減少がも

たらす諸課題を克服し、将来にわたり持続可能な地

域社会の確立を目指すということを最重要課題とし

て、１つは地元産業の強みを生かした雇用確保と地

域産業の振興、２つ目には若者が安心して子どもを

生み育てられる地域づくり、３つ目は高齢者が生き

がいを持って安心して生活できるプラチナ社会の形

成、４つ目に恵まれた自然環境と地域資源を生かし

た個性と魅力あるまちづくりの４つの基本目標と11

の具体的政策、59の主要事業が展開されております

が、この事業につきましてはＰＤＣＡサイクルに基

づいて事業を進めていくということになっておりま

す。 

 もとより１年目は、計画して実行している段階で

ありますので、事業評価というものはさほど目安と

しての取り組みということで重要性はないわけであ

りますけれども、２年目になりますとやはりＰＤＣ

Ａサイクルに基づくということは継続的に改善して

事業を進めていくということがありますので、事業

の評価に応じて変更すべきものだとか優先順位、そ

れから縮小していく事業または新たに追加する事業

というものが出てくるわけではないかと思います。 

 効果検証の２ページ目以降にあります総合戦略会

議またはみらい部会において、それぞれの事業に対

しての提言がなされておりますが、検証結果におい

てそれをどう次に生かすかということが重要なこと
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になるのではないかと思います。３年を超えると本

格的な検討が必要だと思いますが、このことにつき

ましてどのように評価され、事業に反映させていこ

うとしているのかをお伺いいたしたいと思っており

ます。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 事業評価に基づく事業の

変更等についてでございますが、事業内容の変更あ

るいは取りやめるなどにつきまして、戦略会議の中

でも議論の一つとして発言があったところでござい

ます。 

 総合戦略会議の推進体制における進捗状況の点検

と施策の効果検証につきましては、必要に応じて改

善内容を検討する、またＰＤＣＡサイクルの導入に

つきましては必要に応じて総合戦略を改定するとい

うふうにありますけれども、基本的に着実に実施し、

改善するＰＤＣＡサイクルを確立することが重要で

あるとされておりますことから、戦略会議の中でも

施策の変更や取りやめるといった結論には達しなか

ったところでございます。効果検証していただきま

した戦略会議及びみらい部会のご意見を尊重いたし

まして各施策に取り組み、最終目標であります人口

減少の克服というゴールに向かってしっかり進んで

まいりたいと考えております。 

〇議長（北市勲君） 向井議員。 

〇６番（向井義擴君） 〔登壇〕 今の答弁を聞い

ておりますと、59の事業をいろんな意見はあるけれ

ども、そのまま取り進めていくというふうに受けと

めざるを得ないのですが、私が質問した内容はこの

赤平市のホームページに出ております赤平市のしご

と・ひと・まち総合戦略会議の概要版に書かれてい

る内容を質問したわけです。 

 これを見ると、私が質問したとおりに変更しなが

ら事業が進むのだというふうに思うわけです。だけ

れども、実際に聞いてみると今の答弁のようになっ

て、まさにこの行政的な硬直したやり方というふう

な答弁に聞こえるわけなのですけれども、やはり概

要版でここに市民に説明しているようにＰＤＣＡサ

イクルに応じて柔軟に取り組んでいくということだ

ということを実際にやっていただかないとよくない

ことではないかなというふうに思います。 

 次に、２番目の事業評価の取り組み方について、

数値目標やＫＰＩにとらわれていないかということ

について聞きたいと思います。事業評価というのは、

１つには事業の見直しという目的がありますし、２

つ目は上位の目標である政策、さらに基本目標、根

本であります少子高齢化に歯どめをかけて人口減少

がもたらす諸課題を克服し、将来にわたり持続可能

な赤平市の確立を目指す、そういうことに対して、

それらの目標や基本に対してどう近づいているか、

そういうことが事業評価の根本的な基準にならなけ

ればならないというふうに思っております。 

 この事業評価というものは、基本的な目標と具体

的な59の主要事業がありますが、その計画を立てた

から、その事業を５年間進めなければならないとし

た固定した観念ではなく、事業評価に応じて市民と

ともに考えて変更という柔軟な発想が必要ではない

かというふうに思っています。根本である創生総合

戦略の目的に近づいているのかというのが最も大事

な点で評価されるべきだと思いますが、そのための

目標が数値やＫＰＩだと思いますが、それらにとら

われると事業ありきの取り組みになってしまうとい

うおそれがあるのではないかと思いますが、いかが

でしょうか。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 事業評価の取り組み方に

係る数値目標やＫＰＩの関連についてでございます

けれども、効果検証会議でありますので、基本的に

は最終目標というゴールにしっかり向かっているか

どうかをＫＰＩによってはかり、今後の取り組みを

どうするのかということでございます。 

 議員ご質問の中に数値目標やＫＰＩにとらわれ過

ぎているのではというご指摘がございましたが、基

本的にＫＰＩの個数は多過ぎても少な過ぎてもよく

ないというふうにされてございます。各専門部会ご

とに設定されております基本目標がございまして、
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それのＫＰＩとして各施策がありますけれども、４

つの基本目標に対しまして59の施策とＫＰＩが設定

されておりますので、やや多いというふうに見るこ

とができますし、そのようなことから考えますとご

指摘のとおりであるというふうに思います。 

 また、先ほど議員のお話の中にもございました事

業評価に応じて市民とともに考えて変更という柔軟

な発想も必要ではないのかという部分でございます

けれども、戦略会議の中でも変更、修正または取り

やめといった議論もございましたが、そこまでの結

論には至らなかったところでございます。しかし、

総合戦略の推進体制におきます進捗状況の点検と施

策効果検証につきましては必要に応じて改善内容を

検討する、またＰＤＣＡサイクルの導入につきまし

ては必要に応じて総合戦略を改定するとされており

ますことから、私ども行政からも総合戦略会議の中

で意見反映してまいりたいというふうに考えており

ます。 

〇議長（北市勲君） 向井議員。 

〇６番（向井義擴君） 〔登壇〕 ご指摘のとおり

だという部分もあるということですので、それなら

ばどういうふうに変えるのかと聞かなければならな

いところでありますけれども、これ検証の結果は出

ておりますやつを見ますと、事業の中にはこの次年

度以降の取り組み方針というところに微妙にこれそ

れぞれ意見を取り入れて変更している事業もあるの

ですよね。だから、取り組んでいないわけではなく

て、そういうふうに進めているところもあるという、

課によってはあるわけで、そういうことを進めてい

ただきたいというふうに思っております。 

 次に、３番目でありますけれども、第三者の意見

が述べられているものがあるが、どのようにあらわ

したものかをお聞きしたいと思います。この施策・

事業検証シートには、ところどころに外部有識者か

らの主な意見という部分があります。これは、どの

ような経緯と目的を持って入れられているのか。 

 近年、注目されております政策の決定についての

その評価というものが大事になるということであり

ます。今までは、地方の行政は国の基準とか国の指

針に従って住民サービスを提供していればよいとい

うことでありますけれども、今は住民、市民ととも

に進む行政というものが進められ、まさにこのしご

と・ひと・まち創生総合戦略の事業評価を通じて市

民と行政が一体化していくのではないかというふう

に非常に重要な、重要視されておることだと思って

おります。 

 赤平市もかつてスクラムプランという財政再建を

なし遂げてきましたけれども、これにおいてでもき

ちんと市民会議を開いて、それから行政も提案をし、

市民とともにこのスクラムプランという財政再建を

進めてまいりました。まさにこれは基本的な命題で

ある財政を再建するという目標に向かって全てのと

いいますか、予算絡みの事業を評価して見直してき

たという経過があります。もとより最も基本になっ

たのが人件費の削減ということでありましたけれど

も、ほとんど今まで行政が継続して行ってきた事業

について新たに見直したわけであります。それは、

単に行政だけの提案ではなく、市民とともに考えて

評価をして進めてきたということであって、文化会

館だとかスポーツセンターの休止であるとか、さま

ざまな団体の補助事業の縮小、そういうものを続け

たわけでありまして、まさにこれは今言われておる

ＰＤＣＡサイクルという事業評価について、私は赤

平市がこの先駆的な始まりではなかったかというふ

うに思っております。 

 今政策の評価を常に求められる時代ではないかと

思いますし、このことによって市民に事業評価、市

の政策や事業を点検し、公開し、情報開示をすると

いうことにおいて市民も考え、行政もお互いに考え

ていくことが協働のまちづくりの基本であるという

ふうに思っております。事業評価をどう生かしてい

くかということになるのではないかというふうに思

っております。事業ありきの行政を行ってしまうの

ではなく、事業評価というものは説明責任に当たる

わけですが、この事業は市民にとってどういう効果

をもたらして、どういう結果になったかということ
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を評価して情報開示をする、そういうことが市民か

ら本当にこれから行政が住民にとってどうかかわっ

て進んでいくのかということがわかりやすくなると

いうことであります。そういう点からすると、この

外部有識者の意見、市民の意見というものが非常に

大事になってくるわけではないかと思いますが、い

かがでしょうか。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 総合戦略の事業評価に係

る外部有識者からの意見についてでございます。 

 赤平市しごと・ひと・まち創生総合戦略の策定に

関しましては、市民や議員ご指摘にあります有識者

の意見等を反映するために戦略会議を設置したとこ

ろでございます。また、ＰＤＣＡサイクルの整備に

つきましては、ＫＰＩ等の検証を行う際には外部有

識者等を含めた検証機関の設置など具体的な進め方

を示すことが望ましいとされてございます。外部有

識者の皆様につきましては、その専門性等を踏まえ、

会議を実施する際には分野横断的に議論ができるよ

う外部有識者メンバーが加わる形で開催していると

ころでございます。議員ご指摘のとおり、市民の皆

様と行政がともに考え、ともに行動していくことが

協働のまちづくりの基本であると私どもも認識して

おります。今後におきましても総合戦略によります

効果的な施策を講じ、さらなる人口減少対策に取り

組んでまいりたいと考えております。 

〇議長（北市勲君） 向井議員。 

〇６番（向井義擴君） 〔登壇〕 問題は、市民と

行政がともに考え、行動していくことが協働のまち

づくりの基本であるというふうにおっしゃいました

けれども、この戦略会議や外部有識者の意見を踏ま

え、このように取り組みますというような、それを

どう生かすかということが一番大事になるのではな

いかというふうに思っております。 

 次に、この４つの基本的な目標と11の具体的政策、

59の事業を１つの会議で行うのには無理があるので

はないかというふうに思っておりますが、この事業

評価というものは戦略会議、みらい部会と行政とが

取り組んで行われておりますけれども、１つの会議

で行うには時間と労力に無理があるとの意見がこの

報告書の中にも出されております。この59の事業を

１つの会議で事業評価を取りまとめるということ

は、多くの時間を費やす大変なご苦労があるのでは

ないかと思います。この事業評価を出すほうは、事

業を行っているそれぞれの課で、８つの課と病院と

いうふうになっているのですけれども、まとめて戦

略会議に提出していると思いますが、受けるほうは

全てにかかわらなければならないということになる

わけで、これをもっとそれぞれの４つの事業ごとで

分けるか、グループ分けをするとか、それは各課ご

とに分けるかというような事業評価の取りまとめの

検討が必要ではないかというふうに思っています。

４つの基本目標、そして11の具体的政策についての

事業評価もなされるべきではないかと思いますが、

いかがでしょうか。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 赤平市しごと・ひと・ま

ち創生総合戦略の４つの基本目標とそれにかかわる

59施策の事業評価についてでございます。 

 総合戦略の検証作業に参加されている各委員の皆

様につきましては、市内における各地域、各方面か

ら選出していただいた方に参加していただいており

ますが、全ての施策に精通しているということは難

しいというふうに考えておりますし、合計で59もの

施策があるということもございまして、会議のあり

方についての意見もあったところでございます。 

 会議の形態でございますが、多くの委員が出席さ

れますし、委員の皆様のサポート役ではありますが、

各担当課長が会場で控えているということもござい

まして、なかなか発言がしづらいということもある

のではないかと考えているところでございます。議

員からご提案のありました４つの基本目標ごとの検

証作業ということであれば、少人数での議論とする

ことで、より活発な発言がされるということも考え

られますし、昨年も他の議員からご提案のございま

したグループ形式というご提案もございましたの
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で、今後これらも含めて検討してまいりたいと考え

ております。 

〇議長（北市勲君） 向井議員。 

〇６番（向井義擴君） 〔登壇〕 今こういう総合

戦略会議の担当である企画課長が主に答弁されてお

りますけれども、それぞれの課ごとにそれぞれ持っ

ている課題の検証などをされておると思いますの

で、今後検討してまいりたいというふうに述べられ

ましたので、３回目の報告書はどのようになるか楽

しみにしておりますし、事業のあり方についても期

待いたしますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 それから、最後にこの事業評価を幅広く取り入れ

る考え方についてお伺いしたいというふうに思いま

す。このしごと・ひと・まち創生総合戦略と効果検

証についてのこの検証結果を拝見させていただきま

したけれども、市の事業を取り進めるに当たってこ

のような事業評価を行うということは非常にこれか

ら有効ではないかというふうに思っております。市

長が常々申しておりますように、市民と行政の一体

化、協働のまちづくりというのは、まさにこの事業

評価を通じてなされるべきではないかというふうに

思っております。しかし、この事業評価が創生総合

戦略会議と行政によってつくられたものであって、

ともすれば自己満足に陥ることも考えられます。そ

れを避けるには、この事業評価を公開して、事業評

価に対する市民からの評価検討を受け入れるという

ことが大事になってくるのではないかなというふう

に思っております。 

 また、この地方創生総合戦略会議の事業も31年度

までの限定でありますが、基本であります命題、少

子高齢化に歯どめをかけ、人口減少がもたらす諸課

題を克服し、将来にわたり持続可能な地域社会の確

立を目指すということからいいますと、名前を変え

てでも持続的に取り組まなければならない課題であ

るというふうに思っております。昨日の同僚議員の

質問での答弁にありましたように、第５次総合計画

が30年度、地方創生総合戦略が31年ということで、

６次計画または名前を変えた総合戦略になるのか、

一本化して取り組みたいということでありましたの

で、ぜひ市民を巻き込んだこれからの赤平の総合的

な政策をしっかりと取りまとめていただきたいと思

います。ぜひともこの事業評価の取り組みというの

は、住民と自身にかかわる中心でないかと思います。

行政評価制度は、市の政策や事務事業の目標と結果

を住民の皆さんにわかりやすい形で示し、達成状況

を評価検証し、結果を住民に公表するとともに、予

算編成や事務事業の見直しに反映させていくものと

して、ほとんどの自治体で取り組まれております。

全ての市の政策や事業に転換して広げて行うという

考え方はないのかお聞きしたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 赤平市しごと・ひと・ま

ち創生総合戦略における事業評価を幅広く取り入れ

る考え方についてでございますが、地方創生は人口

減少を克服し、将来にわたって成長力を確保するた

め、引き続き人口、経済、地域社会の課題に対して

一体的に取り組んでいかなければならないものでご

ざいます。赤平市におきましても多様な関係者が一

体となった形で地方版総合戦略が策定され、実情に

即した具体的な取り組みを進めており、その効果検

証会議の中でその進捗状況や今後の取り組みの方向

性についてご議論いただいているところでございま

す。 

 議員ご指摘の事業評価につきましては、総合戦略

の枠にとらわれず活用し、地方創生と総合戦略を一

体的に進め、経済、社会の需要に沿った施策の展開

を進めてまいりたいと考えております。 

〇議長（北市勲君） 向井議員。 

〇６番（向井義擴君） 〔登壇〕 これ地方分権一

括法というのが2000年にできたわけですけれども、

そこにおいて自己決定、自己責任というふうにこの

地方自治の変化が起こってきております。ここに至

って、やはり自分たちのまちは自分たちでつくるの

だという方向に進んでくるのだというふうに思って

おります。よく家を建てる例え話があります。家と
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いうのがまちだとすると、それをつくるのは熟練の

大工職人、それが行政です。皆さん方です。行政は、

しっかりして丈夫な住みよい家をつくったと言いま

すけれども、本当のことは住んでいる住民が判断し

ます。市民がですね。住みやすい使い勝手のいい家

なのかどうか、住みやすい安心して住める家なのか

というのは市民が決めることでありまして、それを

サポートするのがこの行政の熟練の大工職人だとい

うふうに思っております。 

 このしごと・ひと・まち創生総合戦略会議が市の

諮問機関としての位置づけではなく、これは市民と

市民ニーズを合わせた住みよいまちづくりの一つの

形態であるというふうに思っておりますので、これ

からのまちづくりにもぜひこの市民を巻き込んだ行

政の運営手法というものを確立させていただきたい

というふうに念願して、要望してこの質問を終わら

せていただきます。 

 以上をもちまして、私の質問を終えさせていただ

きます。どうもありがとうございました。 

〇議長（北市勲君） 以上をもって一般質問を終了

いたします。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第４ 議案第324号赤平市

職員の特殊勤務手当支給に関する条例の一部改正に

ついて、日程第５ 議案第325号赤平市立学校設置条

例の一部改正について、日程第６ 議案第326号赤平

市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部改正について、日程第７ 

議案第327号赤平市国民健康保険条例の一部改正に

ついて、日程第８ 議案第328号赤平市介護保険条例

の一部改正について、日程第９ 議案第329号赤平市

過疎地域自立促進市町村計画の一部変更について、

日程第10 議案第330号平成30年度赤平市一般会計

補正予算、日程第11 議案第331号平成30年度赤平市

病院事業会計補正予算を一括議題といたします。 

 本案に関する委員長の報告を求めます。行政常任

委員会、伊藤委員長。 

〇行政常任委員長（伊藤新一君） 〔登壇〕 審査

報告を申し上げます。 

 平成30年６月12日に行政常任委員会に付託されま

した議案第324号赤平市職員の特殊勤務手当支給に

関する条例の一部改正について、議案第325号赤平市

立学校設置条例の一部改正について、議案第326号赤

平市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部改正について、議案第327

号赤平市国民健康保険条例の一部改正について、議

案第328号赤平市介護保険条例の一部改正について、

議案第329号赤平市過疎地域自立促進市町村計画の

一部変更について、議案第330号平成30年度赤平市一

般会計補正予算、議案第331号平成30年度赤平市病院

事業会計補正予算、以上８案件について、多数意見

者の署名を付して報告いたします。 

 審査の経過、平成30年６月13日、委員会を招集し

て審査いたしました。 

 審査の結果、議案第324号、第325号、第326号、第

327号、第328号、第329号、第331号については、全

会一致をもって原案可決と決定した次第であり、議

案第330号については賛成多数をもって原案可決と

決定した次第であります。 

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） これより、一括質疑に入りま

す。質疑ありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 木村議員。 

〇１番（木村恵君） ただいま議題となっておりま

す議案第330号平成30年度赤平市一般会計補正予算

について、修正動議を提出いたします。 

〇議長（北市勲君） 暫時休憩いたします。 

（午前１１時３６分 休 憩） 

                       

（午前１１時３８分 再 開） 

〇議長（北市勲君） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 
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〇議長（北市勲君） ただいま議案第330号に対して、

木村議員から修正の動議が提出され、地方自治法第

115条の３及び会議規則第17条の規定により、動議は

成立しております。 

 よって、これを原案とあわせて議題といたします。 

 提出者に提案説明を求めます。木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 議案第330号平成30

年度赤平市一般会計補正予算（第１号）について、

地方自治法第115条の３及び赤平市議会会議規則第

17条の規定により、別紙修正案を添えて提出いたし

ます。 

 提案の趣旨を説明いたします。初めに、修正内容

について説明をします。次のページをお開きくださ

い。（別紙）議案330号平成30年度赤平市一般会計補

正予算（第１号）に対する修正案。 

 議案第330号平成30年度赤平市一般会計補正予算

の一部を次のように修正します。 

 第１条第１項中、473万6,000円を408万9,000円に、

110億8,829万5,000円を110億8,764万8,000円に改め

ます。 

 第１条第２項第１表の一部を次のとおりに改めま

す。 

 第１表、歳入歳出予算補正、１、歳入、17款１項

基金繰入金の補正額95万1,000円を30万4,000円に、

歳入合計、補正額473万6,000円を408万9,000円に改

めます。 

 ２、歳出、２款１項総務管理費の補正額197万4,000

円を156万5,000円に、10款５項社会教育費の補正額

23万8,000円をゼロに改めます。歳出合計、補正額473

万6,000円を408万9,000円に改めます。 

 なお、補正額の修正に伴う計の欄の修正額は記載

のとおりになっております。 

 次のページの歳入歳出予算事項別明細書をごらん

ください。２、歳入の17款１項４目１節あかびら創

生基金繰入金の金額64万7,000円をゼロに改め、３、

歳出の２款１項９目企画費の９節旅費の金額40万

9,000円をゼロに、10款５項１目社会教育総務費の９

節旅費の金額23万8,000円をゼロに改めます。 

 次に、修正案の提案理由を説明いたします。ただ

いま修正減額いたしました２つの旅費については、

第１回定例会で修正削除されたものが再提案された

ものとなっています。提案説明と質疑においてわか

ったことは、出張回数を精査し、回数を減らし、金

額を少なくしたということ以外、前回の提案と同じ

理由しかなく、削除された理由を覆すものはありま

せんでした。つまり第１回定例会の議決を全く尊重

していない大変乱暴な提案だと言わざるを得ませ

ん。前回の時点で必要最小限であり、不適正な予算

ではないと説明していたものが精査して少なくなる

こと自体、むしろ前回の修正を正当化することにな

り、かつ今回の精査も適正かどうかわからないとい

うことになると考えます。 

 第１回定例会と同じ修正理由は、再度ここでは申

し上げませんが、市民の大多数の不安の声を上げて

いる状況というのは一向に変わらない中で、決断を

先送りして進めていけば、その間に費やした費用や

時間、人材がさらに進めていく根拠となってしまう

と考えられ、市民合意を得なくとももうやめられな

いという状況をつくり上げる可能性があります。大

洪水よ、我が亡き後に来たれというような考え方で

あり、将来に対して余りに無責任きわまりないやり

方だと厳しく指摘をします。将来に不安を感じ、赤

平市に住むことを諦めてしまう人が出てしまうな

ら、観光客、交流人口が幾らふえても全く意味がな

いと思います。決断を先送りする市政運営を厳しく

批判し、提案理由といたします。 

〇議長（北市勲君） 説明が終わりました。 

 これより、修正案の質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

（何事か言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 暫時休憩いたします。 

（午前１１時４３分 休 憩） 
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（午前１１時４８分 再 開） 

〇議長（北市勲君） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 これより、原案、修正案について一括討論に入り

ます。討論ありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終結いたします。 

 これより、議案第330号について採決をいたします

が、あらかじめ申し上げます。採決は、木村議員か

ら提出された修正案、次に原案の順に起立により採

決いたします。 

 最初に、議案第330号に対する木村議員から提出さ

れた修正案について採決をいたします。 

 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

〇議長（北市勲君） 起立少数であります。 

 よって、木村議員から提出された修正案は否決さ

れました。 

 次に、原案について採決をいたします。 

 本案に対する委員長報告は原案可決であります。 

 本案は、委員長報告どおり決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

〇議長（北市勲君） 起立多数であります。 

 よって、本案は委員長報告どおり決定されました。 

 次に、議案第324号、第325号、第326号、第327号、

第328号、第329号、第331号について、一括討論に入

ります。討論はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終結いたします。 

 これより、議案第324号、第325号、第326号、第327

号、第328号、第329号、第331号について、一括採決

をいたします。 

 本案は、委員長報告どおり決することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員長報告どおり決定されました。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第12 意見書案第65号日

本年金機構の情報セキュリティー対策の見直しを求

める意見書、日程第13 意見書案第66号旧優生保護

法による不妊手術の被害者救済を求める意見書、日

程第14 意見書案第67号地域材の利用拡大推進を求

める意見書、日程第15 意見書案第68号ライドシェ

アの推進に対する慎重な審議を求める意見書、日程

第16 意見書案第69号2019年度地方財政の充実・強

化を求める意見書、日程第17 意見書案第70号2018

年度北海道最低賃金改正等に関する意見書、日程第

18 意見書案第71号教職員の長時間労働解消に向

け、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等

に関する特別措置法（給特法）」の廃止を含めた見

直しを求める意見書、日程第19 意見書案第72号教

職員の超勤・多忙化解消・「30人以下学級」の実現、

義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復

元、「子どもの貧困」解消など教育予算確保・拡充

と就学保障に向けた意見書、日程第20 意見書案第

73号選択的夫婦別姓制度を導入する民法改正を求め

る意見書、日程第21 意見書案第74号働き方改革一

括法案の廃案を求める意見書を一括議題といたしま

す。 

 本案に関する提案理由の説明を求めます。竹村議

員。 

（「説明省略」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 説明省略との声がありますの

で、説明を省略いたします。 

 これより、一括質疑に入ります。質疑ありません

か。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっておりま

す意見書案第65号、第66号、第67号、第68号、第69

号、第70号、第71号、第72号、第73号、第74号につ
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いては、会議規則第36条第３項の規定により、委員

会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、意見書案第65号、第66号、第67号、第68

号、第69号、第70号、第71号、第72号、第73号、第

74号については、委員会の付託を省略することに決

定いたしました。 

 これより、一括討論に入ります。討論はありませ

んか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終結いたします。 

 最初に、意見書案第68号ライドシェアの推進に対

する慎重な審議を求める意見書について採決をいた

します。 

 本案は、原案どおり決することに賛成の諸君の起

立を求めます。 

（賛成者起立） 

〇議長（北市勲君） 起立多数であります。 

 よって、本案は原案どおり可決されました。 

 次に、意見書案第70号2018年度北海道最低賃金改

正等に関する意見書について採決いたします。 

 本案は、原案どおり決することに賛成の諸君の起

立を求めます。 

（賛成者起立） 

〇議長（北市勲君） 起立多数であります。 

 よって、本案は原案どおり可決されました。 

 次に、意見書案第71号教職員の長時間労働解消に

向け、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与

等に関する特別措置法（給特法）」の廃止を含めた

見直しを求める意見書について採決いたします。 

 本案は、原案どおり決することに賛成の諸君の起

立を求めます。 

（賛成者起立） 

〇議長（北市勲君） 起立多数であります。 

 よって、本案は原案どおり可決されました。 

 次に、意見書案第72号教職員の超勤・多忙化解消

・「30人以下学級」の実現、義務教育費国庫負担制

度堅持・負担率１／２への復元、「子どもの貧困」

解消など教育予算確保・拡充と就学保障に向けた意

見書について採決いたします。 

 本案は、原案どおり決することに賛成の諸君の起

立を求めます。 

（賛成者起立） 

〇議長（北市勲君） 起立多数であります。 

 よって、本案は原案どおり可決されました。 

 次に、意見書案第73号選択的夫婦別姓制度を導入

する民法改正を求める意見書について採決いたしま

す。 

 本案は、原案どおり決することに賛成の諸君の起

立を求めます。 

（賛成者起立） 

〇議長（北市勲君） 起立多数であります。 

 よって、本案は原案どおり可決されました。 

 次に、意見書案第74号働き方改革一括法案の廃案

を求める意見書について採決をいたします。 

 本案は、原案どおり決することに賛成の諸君の起

立を求めます。 

（賛成者起立） 

〇議長（北市勲君） 起立による表決の結果、賛成、

反対が同数であります。 

 よって、地方自治法第116条第１項の規定により、

議長において本案に対する可否を採決いたします。 

 本案については、議長は否決と採決いたします。 

 よって、本案は否決することに決定いたしました。 

 次に、意見書案第65号、第66号、第67号、第69号

については一括採決をいたします。 

 本案は、原案どおり決することにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案どおり可決されました。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第22 請願、陳情に関す
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る閉会中審査の議決についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。閉会中において受理した請願、

陳情については、別紙配付のとおり常任委員会及び

議会運営委員会にそれぞれ付託いたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、閉会中受理した請願、陳情については、

常任委員会及び議会運営委員会に付託の上、審査す

ることに決定いたしました。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第23 閉会中継続審査の

議決について。 

 各委員長から、委員会において審査中の事件につ

き会議規則第108条の規定により、閉会中継続審査の

申し出があります。 

 お諮りいたします。各委員長から申し出のとおり、

閉会中継続審査に付することにご異議ありません

か。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、各委員長から申し出のとおり、閉会中継

続審査に付することに決定いたしました。 

                       

〇議長（北市勲君） 以上をもって、本日の日程は

全部終了いたしました。 

 これをもって、平成30年赤平市議会第２回定例会

を閉会いたします。 

（午後 ０時０１分 閉 会） 
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